
Topic4

 

曽
於
市
子
ど
も
医
療
費
助
成
金

支
給
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
73
号　

全
会
一
致 

可
決

県
の
方
針
に
よ
り
、
子
ど
も
医

療
費
助
成
金
の
助
成
方
法
が
左
記

の
よ
う
に
変
更
す
る
こ
と
に
伴
い
、

関
連
す
る
規
定
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

現在 ( 県内医療機関 )

課税世帯
償還払い
※窓口でいったん支払いを行い、
後日、支払った負担金を償還する

非課税世帯 現物給付
※窓口で支払いが発生しない

令和７年４月１日～ ( 県内医療機関 )

課税世帯
現物給付

非課税世帯

問　
県
外
の
医
療
機
関
で
の
受
診

割
合
と
今
後
の
対
応
は
。

答　
※
レ
セ
プ
ト
件
数
に
お
け
る

県
外
医
療
機
関
の
受
診
割
合
は
約

52
％
で
あ
る
。
県
外
で
受
診
し
た

場
合
は
、
現
行
ど
お
り
償
還
払
い

で
あ
る
。

条
例
の
改
正
や
補
正
予
算
、
各

施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て
な
ど
の
議
案
を
審
査
・
審
議

し
ま
し
た
。

Topic1

鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
規
約
の

一
部
改
正

承
認
案
第
８
号　

賛
成
多
数 

可
決

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、

被
保
険
者
証
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
規
約
の
「
被
保
険

者
証
及
び
資
格
証
明
書
」
を
「
資

格
確
認
書
等
」
に
改
め
る
も
の
で

す
。

※
12
月
２
日
を
も
っ
て
健
康
保
険
証
の
新
規
発

行
が
廃
止
さ
れ
、「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
の
利
用

を
基
本
と
す
る
仕
組
み
に
移
行
し
ま
し
た
。

Topic2

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

同
意
案
第
２
号　

同　
意

比ひ

良ら 

淳じ
ゅ
ん
也や 

氏
（
大
隅
町
）

現
委
員
で
あ
る
米よ
ね

澤ざ
わ 

敬た
か

昭あ
き

氏
の

任
期
が
、
令
和
６
年
12
月
26
日
を

も
っ
て
満
了
す
る
こ
と
に
伴
う
も
の

で
、
任
期
は
４
年
間
と
な
り
ま
す
。

Topic3

曽
於
市
立
図
書
館
・
曽
於
市
中
央

公
民
館
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
72
号　

全
会
一
致 

可
決

曽
於
市
立
図
書
館
大
隅
分
館
及

び
大
隅
中
央
公
民
館
が
、
大
隅
支

所
庁
舎
の
複
合
施
設
と
し
て
建
設

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
位
置
及

び
大
隅
中
央
公
民
館
の
使
用
料
を

末
吉
中
央
公
民
館
と
合
わ
せ
る（
面

積
に
応
じ
て
料
金
を
算
出
）
形
で

改
正
す
る
も
の
で
す
。

TopicsTopics

第４回定例会

令和 6 年
12月６日から

12月20日まで

（15日間）

議案番号 施設名等 管理者 指定管理期間

78 号 曽於市養護老人ホーム清寿園 社会福祉法人
輪光福祉会

令和７年４月１日から 
令和 12 年３月 31 日まで ５年間

79 号 清流の森大川原峡 合同会社
カケルドット

令和７年４月１日から 
令和 10 年３月 31 日まで ３年間

80 号 曽於市末吉農産物等直販施設・ 
活性化施設 株式会社

メセナ末吉
令和７年４月１日から 
令和 12 年３月 31 日まで ５年間

81 号 曽於市財部きらら館

82 号 曽於市立恒吉地区診療所 曽於医師会立病院 令和７年４月１日から 
令和 10 年３月 31 日まで ３年間

83 号

⑴ 曽於市立図書館及び 
　末吉歴史民俗資料館 
⑵ 曽於市立図書館大隅分館 
⑶ 曽於市立図書館財部分館

株式会社
ヴィアックス

令和７年４月１日から 
令和 12 年３月 31 日まで ５年間

【
曽
於
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
清
寿
園
】

問　

今
回
２
団
体
の
応
募
が
あ
っ

た
が
、
決
定
に
至
る
経
緯
や
指
定

管
理
期
間
を
５
年
間
と
し
た
根
拠

は
。

答　

令
和
４
年
度
か
ら
選
定
基

準
・
評
価
項
目
に
「
地
域
配
慮
」

改正後の大隅中央公民館使用料 （総額表示）

区分
使用料

冷暖房使用 
1 時間当たり午前 9 時から 

午後 1 時まで
午後 1 時から 
午後 5 時まで

午後 5 時から 
午後 10 時まで

第 1 学習室 880 円 880 円 1,100 円 110 円

第 2 学習室 880 円 880 円 1,100 円 110 円

和室 880 円 880 円 1,100 円 110 円

研修室 440 円 440 円 550 円 110 円

調理室 440 円 440 円 550 円 110 円

多目的ホール 1 1,320 円 1,320 円 1,650 円 110 円

多目的ホール 2 1,320 円 1,320 円 1,650 円 110 円

備考

１ 使用時間が各使用料区分にまたがる場合は、各々の
使用料を加算した額とする。

２ 超過時間１時間（１時間未満の端数があるときは、
30 分以上を１時間とし、30 分未満は切り捨てる。）
につき、多目的ホール１及び多目的ホール２は 660
円並びに多目的ホール以外は 220 円を加算した額
とする。

３ 専ら営利を目的とするものについては、倍額とする。

４ 使用者が特別の設備を行い、又は備付けの器具以外
の器具を使用するときの電気料金は、別に教育委員
会等の指定する額を徴収する。

66☆答1☆②出せない　ただし、届いたものに対して自筆の返事は出せます。



※
レ
セ
プ
ト
件
数
…
レ
セ
プ
ト
と
は
、
医
療
機

関
が
保
険
者
に
提
出
す
る
月
ご
と
の
診
療
報
酬

明
細
書
の
こ
と
で
す
。

レ
セ
プ
ト
は
、
一
か
月
間
の
診
療
内
容
を
記
載

す
る
た
め
、
一
つ
の
医
療
機
関
で
、
一
人
に
つ

き
１
件
作
成
さ
れ
ま
す
。（
同
じ
方
が
一
か
月
の

間
に
同
じ
病
院
を
何
度
受
診
し
て
も
、
レ
セ
プ

ト
の
件
数
は
１
件
と
な
り
ま
す
。）

意
見　
県
外
医
療
機
関
の
受
診
割

合
が
半
数
以
上
あ
る
現
状
な
の
で
、

県
境
越
え
の
受
診
で
も
現
物
給
付

が
で
き
る
よ
う
に
国
や
国
保
連
に

要
望
す
る
こ
と
。
ま
た
、
基
本
的

に
は
現
物
給
付
と
な
る
が
、
保
険

適
用
外
は
今
ま
で
ど
お
り
窓
口
で

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

受
給
資
格
者
が
誤
解
し
な
い
よ
う

に
周
知
の
仕
方
を
検
討
す
る
よ
う

に
。

※
子
ど
も
医
療
費
は
、
18
歳
年
度
末
ま
で
の
医

療
費
の
保
険
適
用
分
の
自
己
負
担
額
を
全
額
助

成
す
る
も
の
で
す
。

Topic5

各
施
設
の
指
定
管
理
者
決
定

議
案
第
78・79・80・81・82・83
号

　

全
会
一
致 

可
決

各
施
設
の
指
定
管
理
者
が
、
次

の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

議案番号 施設名等 管理者 指定管理期間

78 号 曽於市養護老人ホーム清寿園 社会福祉法人
輪光福祉会

令和７年４月１日から 
令和 12 年３月 31 日まで ５年間

79 号 清流の森大川原峡 合同会社
カケルドット

令和７年４月１日から 
令和 10 年３月 31 日まで ３年間

80 号 曽於市末吉農産物等直販施設・ 
活性化施設 株式会社

メセナ末吉
令和７年４月１日から 
令和 12 年３月 31 日まで ５年間

81 号 曽於市財部きらら館

82 号 曽於市立恒吉地区診療所 曽於医師会立病院 令和７年４月１日から 
令和 10 年３月 31 日まで ３年間

83 号

⑴ 曽於市立図書館及び 
　末吉歴史民俗資料館 
⑵ 曽於市立図書館大隅分館 
⑶ 曽於市立図書館財部分館

株式会社
ヴィアックス

令和７年４月１日から 
令和 12 年３月 31 日まで ５年間

【
曽
於
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
清
寿
園
】

問　

今
回
２
団
体
の
応
募
が
あ
っ

た
が
、
決
定
に
至
る
経
緯
や
指
定

管
理
期
間
を
５
年
間
と
し
た
根
拠

は
。

答　

令
和
４
年
度
か
ら
選
定
基

準
・
評
価
項
目
に
「
地
域
配
慮
」

の
項
目
が
追
加
さ
れ
た
。
審
査
の

結
果
、
賛
同
委
員
数
が
多
か
っ
た

輪
光
福
祉
会
に
決
定
し
た
が
、
要

因
と
し
て
、
指
定
管
理
料
と
地
域

配
慮
の
評
価
項
目
の
配
点
が
高
く
、

特
に
指
定
管
理
料
に
つ
い
て
は
年

間
１
３
５
０
万
円
の
差
が
あ
っ
た
。

指
定
管
理
期
間
の
根
拠
に
つ
い
て

の
明
確
な
基
準
は
な
い
が
、
３
年

前
ま
で
の
指
定
管
理
の
実
績
を
考

慮
し
て
５
年
間
と
し
た
。

意
見　
選
定
基
準
・
評
価
項
目
に

つ
い
て
、
基
準
の
在
り
方
に
改
善

点
が
あ
る
。
ま
た
、
指
定
管
理
料

の
差
が
激
し
い
が
、
こ
れ
ま
で
の

サ
ー
ビ
ス
の
維
持
や
職
員
の
給
料

の
在
り
方
に
懸
念
が
あ
る
。
担
当

課
は
３
年
に
１
回
の
定
期
的
な
監

査
だ
け
で
な
く
、日
常
的
に
監
督・

指
導
を
徹
底
的
に
す
る
よ
う
に
。

【
清
流
の
森
大
川
原
峡
】

問　

合
同
会
社
カ
ケ
ル
ド
ッ
ト
の

業
務
実
績
等
は
。

答　

こ
れ
ま
で
に
大
川
原
峡
や
花

房
峡
キ
ャ
ン
プ
場
の
Ｗ
ｉ
―
Ｆ
ｉ

設
置
業
務
委
託
の
受
注
や
、
各
種

企
業
相
談
対
応
な
ど
の
実
績
が
あ

る
。
ま
た
、
合
同
会
社
の
社
員
は

４
人
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
農
業
を
は

じ
め
、
ウ
ェ
ブ
制
作
な
ど
の
仕
事

に
就
い
て
い
る
。

問　

指
定
管
理
を
受
け
る
と
な
っ

た
際
の
人
員
の
確
保
は
。

答　

従
業
員
は
地
元
を
中
心
に
雇

用
す
る
予
定
で
、
昼
間
と
夜
間
の
管

理
棟
の
管
理
は
５
人
程
度
、
清
掃
や

除
草
な
ど
の
管
理
は
10
人
程
度
の

人
員
が
交
代
で
行
う
計
画
で
あ
る
。

【
曽
於
市
財
部
き
ら
ら
館
】

問　

雨
漏
り
の
状
況
は
。

答　

防
水
塗
装
を
実
施
し
、
多
少

改
善
し
た
が
、
原
因
の
特
定
が
困

難
で
あ
る
。
令
和
７
年
度
当
初
予

算
で
要
求
し
対
応
し
た
い
。

【
曽
於
市
立
恒
吉
地
区
診
療
所
】

問　

初
年
度
だ
け
指
定
管
理
料
が

高
く
な
っ
て
い
る
理
由
は
。

答　

診
療
報
酬
の
改
定
に
よ
る
医

事
シ
ス
テ
ム
の
改
修
が
必
要
で
あ

る
こ
と
及
び
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
シ
ス

テ
ム
の
導
入
に
当
た
り
、
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
構
築
委
託
料
と
し

て
61
万
９
０
０
０
円
計
上
し
て
い

る
た
め
で
あ
る
。

77 ☆問 2 ☆市議会議員は、選挙区内の方に香典を持っていくことはできる？　①できる　②できない



【
曽
於
市
立
図
書
館
、
同
図
書
館

大
隅
分
館
、
同
図
書
館
財
部
分
館

及
び
末
吉
歴
史
民
俗
資
料
館
】

問　

以
前
、
図
書
館
本
館
を
視
察

し
た
際
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
不
具

合
な
ど
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
点
を
今
回
の
指
定
管

理
者
と
協
議
し
た
か
。

答　

覚
書
は
締
結
し
て
い
る
が
、

議
会
の
議
決
後
で
な
い
と
基
本
協

定
や
年
度
協
定
の
交
渉
が
で
き
な

い
た
め
、
本
議
案
の
可
決
後
、
直

ち
に
内
容
を
精
査
し
て
い
く
。

Topic6

令
和
６
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算(

第
６
号)

を
可
決

議
案
第
84
号　

全
会
一
致 

可
決

歳
入
は
、
国
・
県
か
ら
の
負
担

金
・
補
助
金
や
、
地
方
債
の
借
入

な
ど
が
主
な
も
の
で
す
。

歳
出
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

費
、
保
育
所
等
給
食
支
援
事
業
、

活
動
火
山
周
辺
地
域
防
災
営
農
対

策
事
業
、
肥
育
牛
経
営
緊
急
支
援

対
策
事
業
、
肉
用
子
牛
生
産
推
進

緊
急
支
援
対
策
事
業
、
地
域
商
品

券
発
行
事
業
、
大
隅
文
化
会
館
管

理
費
、
現
年
発
生
農
地
・
農
業
用

施
設
災
害
復
旧
費
、
現
年
発
生
公

共
土
木
施
設
災
害
復
旧
費
の
追
加

と
、
一
部
事
業
の
減
額
が
主
な
も

の
で
す
。

４
億
３
８
０
９
万
円
追
加

予
算
総
額

２
９
３
億
４
０
９
４
万
円

総
務
常
任
委
員
会

（
山
中 

雅
人
委
員
長
）

【
大
隅
文
化
会
館
施
設
整
備
事
業
】

問　

充
当
す
る
過
疎
債
の
枠
は
。

答　

こ
こ
数
年
、
県
の
調
整
が
あ

る
が
二
次
申
請
で
１
０
０
％
対
応

で
き
て
い
る
の
で
、
今
の
と
こ
ろ

問
題
は
な
い
。

【
自
治
会
放
送
設
備
】

問　

電
柱
の
本
数
は
。

答　

市
全
体
で
は
52
自
治
会
に
設

備
が
あ
り
、
現
在
３
７
５
０
本
の

電
柱
が
残
っ
て
い
る
。
山
林
等
に

残
さ
れ
た
木
柱
に
つ
い
て
は
、
朽

ち
て
い
く
状
況
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
後
撤
去
し
た
方
が
良
い
と
認
識

し
て
い
る
。

【
戸
籍
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
料
】

問　

改
修
内
容
は
。

答　

戸
籍
情
報
シ
ス
テ
ム
標
準
仕

様
の
改
訂
に
伴
い
、
戸
籍
身
分
事

項
中
の
国
籍
の
表
記
の
一
部
に
変

更
を
加
え
る
も
の
で
、
法
施
行
後

の
も
の
か
ら
表
記
が
変
更
さ
れ
る
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

（
岩
水 

豊
委
員
長
）

【
メ
セ
ナ
住
吉
交
流
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
料
】

問　

落
雷
に
よ
る
被
害
箇
所
の
修

繕
費
を
指
定
管
理
料
に
計
上
す
る

と
の
こ
と
だ
が
、
被
害
に
対
す
る

共
済
保
険
の
支
払
見
込
は
。

答　

ま
だ
支
払
が
完
了
し
て
い
な

い
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
終

わ
ら
な
い
と
進
め
ら
れ
な
い
。
ま

た
、
能
登
半
島
地
震
の
影
響
で
手

続
に
遅
れ
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

り
、
年
度
末
ま
で
に
は
間
に
合
わ

な
い
。

落雷被害のあった高圧区分開閉器

【
保
育
所
等
給
食
支
援
事
業
】

問　

補
助
は
保
護
者
負
担
に
対
す

る
も
の
か
。

答　

保
護
者
へ
の
補
助
で
は
な
く
、

給
食
等
を
提
供
し
て
お
り
、
か
つ
、

物
価
上
昇
に
よ
る
給
食
費
の
値
上

げ
を
し
て
い
な
い
保
育
所
等
に
対

す
る
補
助
で
、
物
価
上
昇
率
を

15
％
と
し
て
算
出
し
た
金
額
を
毎

月
の
園
児
数
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

【
小
中
学
校
施
設
修
繕
費
】

問　

落
雷
に
よ
る
岩
川
小
学
校
の

放
送
設
備
及
び
大
隅
中
学
校
の
屋

内
運
動
場
火
災
報
知
器
の
修
繕
は
、

予
備
費
で
の
対
応
か
。

答　

業
者
か
ら
予
備
の
機
器
を
借

り
て
対
応
し
た
。
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【
大
隅
文
化
会
館
の
高
圧
受
電

設
備
改
修
工
事
及
び
空
調
設
備
】

問　

以
前
行
っ
た
空
調
設
備
工
事

と
の
関
連
は
。

答　

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
は
施
設
の
電

気
設
備
の
心
臓
部
で
あ
る
た
め
関

連
が
あ
る
。

問　

空
調
設
備
が
予
算
額
よ
り
約

半
額
で
完
了
し
た
と
聞
い
た
が
、

夏
場
の
空
調
は
確
実
に
効
く
の
か
。

答　

当
初
の
仕
様
か
ら
市
長
指
示

で
現
状
の
仕
様
に
変
更
し
た
。
夏

場
の
冷
房
の
効
果
は
、
実
際
に
来

年
の
夏
場
に
な
ら
な
い
と
分
か
ら

な
い
。

意
見　

地
域
住
民
の
要
望
で
せ
っ

か
く
予
算
化
さ
れ
た
の
に
、
市
長

指
示
で
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
夏
場

に
冷
房
が
効
か
な
け
れ
ば
、
追
加

で
予
算
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ
は

非
常
に
問
題
で
あ
る
。

【
大
隅
運
動
公
園
施
設
管
理
費
】

問　

漏
水
調
査
・
地
盤
復
旧
等
業

務
委
託
に
つ
い
て
、
以
前
、
現
地

調
査
の
際
に
業
者
が
漏
水
箇
所
の

調
査
を
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、

場
所
の
特
定
は
。

答　

陸
上
競
技
場
で
お
お
む
ね
見

当
が
付
い
て
い
る
が
、
ま
だ
特
定

で
き
て
い
な
い
。
今
回
の
補
正
で

特
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

問　

武
道
館
の
雨
漏
り
は
以
前
か

ら
あ
る
が
、
予
算
化
し
て
の
修
繕

は
。

答　

今
回
も
計
上
し
て
い
な
い
。

来
年
度
予
算
に
つ
い
て
も
現
時
点

で
は
要
求
し
て
い
な
い
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

（
渕
合 

昌
昭
委
員
長
）

【
肥
育
牛
経
営
緊
急
支
援
対
策
事

業
給
付
金
及
び
肉
用
子
牛
生
産
推

進
緊
急
支
援
対
策
事
業
給
付
金
】

肥
育
素
牛
の
導
入
・
自
家
保
留

に
対
し
１
頭
当
た
り
１
万
円
、
子

牛
せ
り
市
に
出
荷
又
は
自
家
保
留

し
た
農
家
に
対
し
１
頭
当
た
り

１
万
円
給
付
す
る
も
の
で
す
。

問　
日
本
の
酪
農
家
が
１
万
戸
を

割
っ
た
と
の
報
道
が
あ
り
、
酪
農

家
も
経
営
が
厳
し
い
状
況
で
あ
る

が
、
補
助
等
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

答　

本
年
度
は
赤
字
経
営
と
な
る

畜
種
を
対
象
と
し
て
お
り
、
酪
農

も
厳
し
い
状
況
だ
が
、
乳
価
の
単

価
上
昇
も
あ
り
、
数
字
の
上
で
は

酪
農
家
の
赤
字
も
縮
小
さ
れ
て
い

る
と
判
断
し
、
今
回
は
肉
用
牛
に

対
し
て
の
み
実
施
す
る
。

【
活
動
火
山
周
辺
地
域
防
災

営
農
対
策
事
業
】

問　
ど
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

で
導
入
さ
れ
る
の
か
。

答　

令
和
７
年
度
事
業
と
し
て
県

へ
要
望
し
た
と
こ
ろ
、
前
倒
し
で

事
業
採
択
さ
れ
、
年
度
内
に
事
業

完
了
の
予
定
で
あ
る
。

【
店
舗
新
築
・
改
築
補
助
金
】

問　

今
年
度
の
実
績
は
。

答　

執
行
済
み
が
８
件
あ
り
、
末

吉
が
５
件
、
大
隅
は
３
件
で
あ
る
。

今
後
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
末

吉
と
大
隅
が
各
１
件
、
財
部
が
２

件
で
あ
る
。

【
現
年
発
生
農
地
・

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
】

問　
被
害
が
大
き
か
っ
た
も
の
は
。

答　

査
定
額
で
１
０
０
０
万
円
を

超
え
る
も
の
が
３
地
区
あ
り
、
排

水
路
の
崩
壊
に
よ
り
山
林
の
原
形

復
旧
が
伴
う
も
の
や
、
道
路
と
水

路
が
同
時
に
被
災
し
た
が
、
原
形

復
旧
が
で
き
な
い
た
め
用
地
買
収

等
が
必
要
な
も
の
な
ど
が
あ
る
。

【
公
民
連
携
ま
ち
な
か
再
生

推
進
事
業
】

問　

工
程
表
な
ど
を
見
る
と
令
和

７
年
度
は
全
て
計
画
策
定
に
費
や

さ
れ
て
お
り
、
ス
ピ
ー
ド
感
が
な

い
。
公
共
事
業
で
実
施
す
れ
ば
、

ス
ム
ー
ズ
に
事
業
が
完
了
し
た
の

で
は
。

答　

公
民
連
携
事
業
は
民
間
事
業

者
の
ス
ピ
ー
ド
感
で
実
施
で
き
る

こ
と
が
強
み
だ
が
、
市
と
し
て
初

め
て
の
取
組
で
あ
り
時
間
が
か

か
っ
て
い
る
。
公
営
住
宅
の
建
設

事
業
が
主
体
と
な
る
事
業
で
あ
る

が
、
市
の
財
政
負
担
の
軽
減
が
図

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
公
民
連
携

の
手
法
に
よ
り
事
業
を
進
め
た
い
。
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